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　今議会では、後期高齢者医療制度に対して厚生文教常任委員会が、また、割賦販売法の
抜本的改正についての２つの陳情を審査し、採択とした産業建設常任委員会がそれぞれ意
見書を議会に提出しました。いずれも全会一致で可決しました。これにより、議会の意見
として、議長名で意見書を各関係機関に送付しました。

本議会では、政府並びに関係機関に対し、下記の事項の実現を強く求めるものである。

１．高齢者の負担や町の超過負担が生じないように、医療給付に対する国庫負担は１２分の４
１．を確保すること。
２．国においては、新たに必要となる電算処理経費の負担並びに「調整交付金」とは別枠で
１．「調整額」を確保するなど必要な財政措置を講じること。
３．広域連合が実施する保健事業について、区市町村国保における特定健診と同様の財政支援
１．を行うこと。
４．本制度に対して被保険者への周知は国の責任において行うと共に、高齢者の直接の窓口と
１．なる区市町村への事務が円滑に行えるように十分な支援を行うこと。

　瑞穂町議会は、国会及び政府に対し、割賦販売法改正に当たっては次の事項を実現するよう
強く要請する。
１．〔過剰与信規制の具体化〕
　　クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的 
　な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
２．〔不適正与信防止義務と既払金返還責任〕
　　クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調
　査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含
　むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
３．〔割賦払い要件と政令指定商品制の廃止〕
　　１～２回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、
　原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
４．〔登録制の導入〕
　　個品方式のクレジット事業者（契約書型クレジット）について、登録制を設け、契約書面
　交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。

後期高齢者医療制度の適正な運用と国庫負担の拡充を求める意見書（抜粋）

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書（抜粋）

7月31日、エコセメント事業の視察


